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○議会定例会条例 

平成３０年１２月１７日 

条例第２８号 

議会定例会条例（昭和３１年９月１０日条例第８号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この条例は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）（以下「法」という。）第１０２条

第２項の規定による定例会の回数及び会期並びに会議の種類等を定めることを目的とする。 

（定例会の回数） 

第２条 前条に規定する定例会の回数は、年１回とする。ただし、議会の解散があったときはこ

の限りでない。 

（定例会の会期） 

第３条 定例会の会期は招集された日から翌年の４月末日までの間において、法第１０２条第７

項の規定により毎会期の初めに議会の議決で決める。 

（会議の種類等） 

第４条 定例会において開く会議の種類は、次の各号に定めるところによる。 

（１） 招集会議 招集により開会する会議 

（２） 定例会議 定例月（６月、９月、１２月及び３月）に再開する会議 

（３） 臨時会議 長又は議員の請求により緊急に再開する会議 

２ 前項各号の会議の期間は、当該会議の初めに定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙後に初めて招集される議会から適用する。 

 


